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１．国土交通省版の準用 

今後の「詳細設計照査要領」につては、「概要」に添付されている照査フロー

チャートを除き、国土交通省の制定している最新版の要領を準用することとす

る。 

ただし、国土交通省と取り扱いの異なる項目や内容につては、島根県設計・測

量・調査業務委託共通仕様書等を参考に読み替え対応し、適切な設計照査に務め

るものとする。 

なお、読み替え項目や内容に疑義が生じた場合は、監督職員と協議し、適切に

設定するものとする。 

 

２．照査フローチャート 

照査フローチャートについては、別添のとおりとする。 

 

３．適用時期 

準用する国土交通省版「詳細設計照査要領」は、業務着手時点の最新版を基本

とする。 

 



※仮設計画を含む

※仮設計画を含む

※仮設計画を含む

照 査 技 術
者

業務計画書（照査設計を含む）

詳細設計照査フローチャート

発 注 者 受 注 者

契 約

現 地 踏 査

主 任 監 督
員

監 督 員 条件等指示 条 件 等 打 合 せ 照査計画の策定

設 計 計 画

照 査 技 術
者

照査項目一覧表

主 任 監 督
員

主 任 監 督
員

照査状況の把握 報告①（基本条件の照査）

監 督 員 照査項目一覧表

一 般図 作成

総 括 監 督
員

照 査 ① 基本条件の照査

詳 細図 作成

照 査 ② 細部条件、
照 査 技 術

者

構造細目の照査

照査項目一覧表、設計調書

監 督 員 照査状況の把握 報告②（細部条件、構造物細目の調査）

照査項目一覧表、設計図書

設 計計 算書

　　 画書提出時に打ち合わせにより設定する。

主 任 監 督
員

監 督 員 照査状況の把握 報告③（成果品の照査及び設計調書）

照査報告書

成果品提出・検査

（照査①～③及び設計調書を含む）

受注者が実施する照査関連事項

注　記 　※ 照査②の段階より、設計調書の有効活用を図る。

※※ 行程に関わる照査・報告①②③の時期は、業務計

照 査 技 術
者

施工計画書

照査報告書作成 設計調書の作成
照 査 技 術

者

数 量 計 算

施 工 計 画

成果品の照査

設計計算書、設計図

照 査 ③ 数量計算書

第○回打合せ

必ず定められた監督職員により

「条件等指示」及び「照査状況の

把握」を行うこと

第１回打合せ

・照査計画書により、照

査時期、照査項目並び

にその内容を確認する

第２回打合せ

・目的物等の基本条件の

照査結果について、説

明を求め確認する

第３回打合せ

・各目的物の細部条件、

構造細目の照査結果に

ついて、説明を求め確

認する

最終の打合せ

・成果品の照査結果及び

照査報告書について、

説明を求め確認する

・設計図、設計計算書、

数量計算書等の相互の

整合が確認されている

か「赤黄チェック」の

提示を求め確認する

照査状況の把握の徹底

報告①を担当部長に報告

報告②を担当部長に報告

報告③を担当部長に報告

別　添


